
医療過誤訴訟の報道が医療に与える影響に関する研究

最初に、我々に研究発表の機会を与えていただきました、ファイ

ザーヘルスリサーチ振興財団に感謝いたします。

【スライド1】

「医療過誤訴訟の報道が医療に与える影響に関する研究」につい

て発表いたします。

写真は共同研究者です。

【スライド2】

医療過誤訴訟は、訴訟の当事者のみならず、医療に関係する人々

に対して広く影響を与えると考えられます。

我々の共同研究者であるBrennanは、Harvard Medical Practice

Studyにおいて、医療過誤訴訟に関する報

道が、医師の防衛的医療につながることを

明らかにしました。また、医療に関する報

道が、国民の健康教育に貢献していること

が知られております。しかし、医療過誤訴

訟に関する報道が、患者の医療不信に具体

的にどのような影響を与えているのか、ま

た医療の質の向上につながっているのかに

ついては、わが国のみならず、訴訟大国で

ある米国においてもほとんど研究されてお

りません。

【スライド3】

そこで我々は、新聞報道が患者の医療紛

争提起に与える影響、それから医療の質の

向上に貢献するか否か、患者の受療行動に

与える影響を明らかにすることを目的にし

て、研究を行いました。
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テーマ／国際的視点からみた日本の医療

【スライド4】

PartⅠとして、新聞報道が患者の医療紛争提起に与える影響を明らかにする為に、我が国

における医事紛争や医療過誤訴訟の実態と医療事故から訴訟提起までの期間及び新聞報道

と医事紛争件数との関係の3つのことにつ

いて調査しました。

【スライド5】

方法はまず、国際的指標を用いて、我が

国における医療過誤訴訟及び医事紛争の実

態を明らかにしました。

次に、医療事故から医療過誤訴訟提起ま

での期間を、国立病院の医事紛争例より分

析しました。

そして、昭和52年から昭和56年までの

朝日新聞における医療に関する記事の件数

とその内容を分析しました。内容は医療過

誤に関するものとそれ以外のものに分類し、

訴訟や紛争件数との関係を分析しました。

【スライド6】

我が国の医療過誤訴訟及び医事紛争の実

態はこのようなものです。

訴訟はこのように経年的に増加してきて

おります。1996年には581件、100人の医

師あたり0.24件でした。医事紛争について

も増加してきており、100人の医師あたり

1.9件です。医師数あたりの紛争数が1988

年から減っているように見えるのは、1987

年から医師会の医師賠償責任保険が、開業

医のみならず勤務医にまで広がったためで

す。国立病院の医療紛争も増加しており、

100人の医師あたり1.2件で、100病院あた

りでは23件でした。

【スライド7】

医療事故から証拠保全実施までと、訴訟

に移行するまでの期間は、大半が1年以内

であり、全ての訴訟が証拠保全から3年以

内に提起されておりました。

【スライド8】

これは昭和52年から56年までの医療に

関する新聞報道件数です。
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昭和52年から54年までは、医療に関す

る報道件数は約300件ですが、そのうち医

療過誤に関するものは約8ないし9％でし

た。

しかし昭和55年には医療過誤の記事が多

く、34％を占めております。この原因は9

月から報道された富士見産婦人科事件で

す。この年の医療過誤報道の40％がこの事

件に関するものでした。

昭和56年も富士見産婦人科事件に加え、患

者たらい回し事件、脱税、医療費不正請求等

の報道が続きました。

【スライド9】

昭和51年から平成8年までの医療過誤訴訟

件数の推移を見ました。95％信頼区間から外

れて増加したものを顕著に増えたものと判断

しました。

昭和55年は訴訟件数が非常に多かった年で

す。この年に報道された富士見産婦人科事件は、この年に

は未提訴で、この中に含まれておりません。しかし、この

報道がその前に訴訟を予定していたものの提訴を促進した

と考えられます。

【スライド10】

国立病院では、報道の多かった昭和55年・56年には、

医事紛争の顕著な増加は見られませんでした。

昭和54年には紛争が多くありますけれども、特別な事件

や、類似の事件、特定の医療機関を訴えたものは認められ

ませんでした。

【スライド11】

次に医療に関する報道が社会に与える影響を見ました。

潜在的な医療事故や苦情の顕在化、様々

な被害者の会の発足、医療110番の設置、

弁護団の結成、更に医療政策においては、

薬事法の改正、予防接種法の改正、医薬品

副作用被害救済基金の法律、医療相談コー

ナーの設置等が見られました。

【スライド12】

PartⅠの結論ですが、我が国における、

医師数あたりの医療過誤訴訟や医事紛争件
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テーマ／国際的視点からみた日本の医療

数は増加してきています。

事故から証拠保全、証拠保全から訴訟提

起までの期間は、概ね1年以内です。

訴訟に関する新聞報道は、潜在的な医療

不信を顕在化させたり、患者を組織化させ

る役割を果たしていました。これらは医療

政策にも一定の影響を与えております。

報道とその後の患者の組織化は、医療過

誤訴訟を一過性に増加させた可能性はあり

ますが、医療紛争は増加させておりません

でした。

【スライド13】

次にPartⅡとして、医療過誤訴訟の報道

が医療の質に与える影響についてです。

医療技術の進歩は、従来救命できなかっ

た疾患の救命率を向上させる一方で、新し

い医原性障害を生み、医療過誤訴訟の原因

となっております。しかし、このような医療

過誤訴訟に関する報道が、医療の質の向上に寄与しているかどうか検証されておりません。

そこで我が国の未熟児網膜症に関する訴訟を例にとり、この点についての分析を行いまし

た。

【スライド14】

方法は、米国と我が国の未熟児網膜症の医学的管理と医療過誤訴訟についての歴史を調

査しました。

また、我が国初めての未熟児網膜症裁判に関する判決の報道の影響を調べました。

更に、医学中央雑誌及びMedlineに収載された、この疾患に関する医学論文数を調査し

ました。

【スライド15】

これは、未熟児網膜症の診断、治療法及び訴訟に関する

歴史です。

米国では1940年より強制循環式閉鎖式保育器が普及し、

低体重児の管理や予後が大きく向上しました。

未熟児網膜症は1942年にTerryによって初めて報告され

ました。この頃は、未熟児の管理に高濃度の酸素が用いら

れていましたが、1952年にはPatzが、過剰な酸素投与が未

熟児網膜症の原因であると報告しました。この1943年から

53年の10年間に全世界で1万人（そのうち米国では7,000

人）の未熟児網膜症による失明患者が発生しました。これ

を教訓として、1955年からは酸素投与は制限され、1956年
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にはAmerican Academy of Pediatricsが吸入酸素濃度を40％以下で投与する方針を出しま

した。このAAPの酸素投与量がスタンダードと見られたこの期間に、未熟児網膜症に関す

る非常に多くの医療過誤訴訟が起こされました。米国の未熟児網膜症に関する最初の訴訟

は1949年で、以降、米国の裁判で問題となったのは、「酸素投与量や期間が過剰であった」

というもので、40％以上の酸素を使用した症例は過失と判断され、ほかに「眼底検査が行わ

れていなかった」「眼底検査の遅れのために冷凍凝固法による治癒の機会を逸した」という

ものが中心で、医師は10万ドルから100万ドルの高額の賠償金を支払わされました。

一方、我が国ではTerryの報告から8年遅れて未熟児網膜症の第1例の報告がありました。

我が国に閉鎖型保育器が普及したのは、酸素制限時代になってからです。米国のように未熟

児網膜症の多発時代を経験しなかったために、この疾患への日本の医師の関心は薄かったも

のと思われます。

1974年（昭和49年）の岐阜地裁の、未熟児網膜症の最初の患者勝訴判決は、全国紙に

大々的に報道され、医学界、法学界、社会に衝撃を与えました。

【スライド16】

この裁判の争点は、全身管理から酸素投与量・期間・眼底検査と光凝固療法、さらに転

医の遅滞という広範なものでしたが、争点であった酸素投与量に関する過失は否定されまし

たが、眼底検査にかかる過失が認められました。

【スライド17】

これが、未熟児網膜症最初の患者側勝訴

の岐阜地裁判決の1974年3月25日の報道で

す。

【スライド18】

この判決の報道を契機に、未熟児網膜症

に関する医療過誤訴訟が全国各地で起こさ

れました。ここに示す裁判以外にも、未熟児

網膜症の子どもを守る会によりますと、昭和

54年の時点で147件

の訴訟が報告されて

おります。文字がグ

レーのものは患者側

の訴えが認められた

ものであります。星

印は集団訴訟であり、

星印がうすいグレー

のものはマンモス訴

訟で、東京43家族、

京都14家族、静岡4

家族の集団訴訟でし

た。
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【スライド19】

昭和49年の判決報道を契機に、膨大な数の和文論文が出されました。また、直後に厚生

省の研究班も組織され、多くの診療科にまたがる包括的研究が行われるようになりました。

1970年代の終わりからパルスオキシメーターが登場し、未熟児についても、酸素飽和度が

継続的に、安全に測定可能になり、その結果、本症の発生率が減少しました。

【スライド20】

PartⅡの結論ですが、未熟児網膜症判決における医療側敗訴の報道は、同種の医療過誤

訴訟の多発につながりました。

一方医療界においても、医師が個別に経験していた低体重児の管理の難しさを顕在化さ

せ、医学的知見の普及を従来に比べ加速させ、それが当該疾患の発生率の減少に寄与しま

した。

【スライド21】

PartⅢは、医療過誤訴訟の報道が患者の受療行動に与える影響についてです。

我が国でも米国においても、特定の医療機関の医療過誤訴訟の報道が、患者の受療行動

にどのような影響を与えているかの調査は、ほとんど行われておりませんでした。そこでこ

の点について調査しました。

【スライド22】

方法は、医療過誤訴訟を起こされた2つの病院において、訴訟提起時の報道および判決時

の報道前後の、各診療科別の毎月の外来初診患者数を調査しました。患者数の変化の分析

には、時系列分析を用いました。また、当該医療機関を含む2次医療圏内の医療機関の状況

を調査しました。
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【スライド23】

これはA病院の訴訟提起時

の報道です。

【スライド24】

これはA病院の判決時の報

道の新聞です。

【スライド25】

これはB病院の訴訟提起

時の報道です。

【スライド26】

これはB病院の判決時の報

道です。

【スライド27】

これは事故の概要ですが、

A病院では、婦人科で術後鎮

痛剤により呼吸停止して、そ

の患者が蘇生後脳症になり

ました。B病院の事故は、産

科で分娩監視が不備で、新

生児の脳性麻痺が発生した

ものです。

2つの病院は、スライドに

示すように、どちらも大きな

規模の教育病院です。A病院

は人口200万人の地域にあ

り、この診療圏におけるA病院の病床率は、わずかに1.4％です。すなわち近隣に産婦人科

を有する同レベルの病院は9病院もあります。一方、B病院は人口16万人の地域にあり、こ

の医療圏の32％のベットを占めております。周辺には産婦人科のある病院はありません。

【スライド28】

報道の影響を見る意味で、初診患者のみを用いました。また、事故のあった診療科とその
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他の診療科に分けて、患者数の動向を見ました。

A病院の外来初診者数です。

事故のあった産婦人科では、他の年と比べて、提訴の報道があった平成6年10月24日の

翌月には、患者数が減少しているように見えます。しかし、平成4年には同様の減少が見ら

れます。産婦人科以外の科の合計では、提

訴の報道後の患者数の変化は、他の年と同

じパターンをとっています。

一方、患者勝訴の判決の報道は平成10年

6月10日ですが、5月から6月にかけて患者

数は減少しています。この時期、他の年で

は全て患者数は増加しております。産婦人

科以外の科で、5月から6月にかけて患者数

は増加しております。これらの初診患者数

の動向には、明らかな月ごとの季節変動が

見られることから、季節変動を補正して変

化をみました。

【スライド29】

まず提訴報道の方ですが、季節変動の要

因を除いても、産婦人科では11月に患者数

が少し減っております。産婦人科以外では、

それにもかかわらず減っております。

判決の方では、産婦人科は5月から6月

にかけて患者が減少しており、産婦人科以

外ではこの時期に増加しております。

【スライド30】

B病院についても同様に見ております。

【スライド31】

季節変動を除くと、提訴後産婦人科の患

者数は増加していました。また、判決後に

は産婦人科では患者数が減少しております

が、それ以外の診療科では増加しておりま

した。

【スライド32】

干渉分析を用いて、これまでの患者数の

トレンドと比べて、報道が患者数を減少さ

せているか否かについてみました。

すると、A病院では、「月末の提訴報道」

の翌月には産婦人科患者数が減少していま

すが、統計学的には有意ではありませんで
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した。産婦人科以外でも同様でした。「月始

めの判決の報道」では、その月の患者は、こ

れまでのトレンドから得られる患者数より

40人の減少が見られました。この減少は統

計学的にも有意でした。産婦人科以外では

患者の減少は見られませんでした。

B病院では、「月末の提訴報道」の翌月に

は、産婦人科では患者数は増加しておりま

した。産婦人科以外では、この時期患者数

は減少しておりました。「月始めの判決報道」

では、産婦人科では患者数が減少していま

したが、統計的には有意ではありませんでし

た。産婦人科以外では患者数は増加してい

ました。

【スライド33】

PartⅢの結論です。

近隣に多くの医療機関のあるA病院では、

提訴及び判決報道により、事故のあった診

療科の患者数が減っていましたが、周辺に医療機関の選択肢のないB病院では、提訴報道が

あっても、患者数が減少しておりませんでした。このことから、医療過誤報道は患者の病院

選択に影響を与える可能性が示唆されるが、これらを実証するためには、今後更なる統計的

分析や調査が必要だと考えます。

【スライド34】

全体のまとめですけれども、医療過誤訴訟に関する報道は、潜在的な医療問題を短期間の

間に顕在化させるという、まさに触媒作用を有していました。これらは、患者を組織化して

医療過誤訴訟を提起させる一方で、被害者救済の医療政策を推進させたり、専門的医学情

報を医学界に急速に普及させるという効果を有していました。

また、個々の患者については、医療過誤の提訴や判決に関する報道は、医療機関の受療行

動に影響を与えていると考えられました。

質疑応答

Q：（新潟市民病院　岡崎先生）
医師会の講演会や個々の病院でいろんな職種の人と接触する機会が多く、そこで気付いた

のは、新聞に大きく報道が出ると、一時的には啓発されるのですが、結局忙しさに紛れてそ
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のまま流されてしまいがちですね。

結局、医師会の担当だとか病院の院長などが、報道の意味するものを自分たちの現場の問

題に照して解釈し、持続して問題提起し刺激を与える。そうしないと、実際の行動変容を起

こすことは難しく、医療の事故防止につながらないと思っているのですが、いかがなもので

しょうか。

A：（鹿内先生）
岡崎先生の意見はよくわかります。

実際に色々な病院を見ておりますと、別に新聞に限らず、色々な事例を集めてきて、内部

的で研修しているという事実はあります。あるいは全国的な組織体を持っているところです

と、それぞれのところでやっています。

そういうものは何に載っているのかと言いますと、例えば、看護婦の雑誌で特集を組むと

か、あるいは色々な診療科にまたがるものですと、そういう特集を組んだ雑誌なども出てい

ることは間違いありません。こうしたものによって、決して事例が警告的に使われていない

というわけではないと思います。

先生のところでは、色々な雑誌などに載っている事例の使い方はどのようになさっている

のでしょうか。

Q：（新潟市民病院　岡崎先生）
病院の抱える訴訟例については全職員の出席できる事例検討会（医療事故予防対策委員

会主催）で説明される。医療事故防止やチーム医療をテーマにした1泊2日の院内ワークシ

ョップ（参加人員40名）も開催されています。他方、全国の医療事故や提訴例、医療訴訟

の判決などをまとめて『最近の医療事故情報』として配布し、事故防止の意識を高めようと

委員長が苦心しています。問題は、情報をもとに考え実行しようという意欲をかき立てるも

のは何かということです。

A：（鹿内先生）
私も同意見です。そういう研修というものが、やはり非常に重要な問題だと思います。

今回の厚生省の患者誤認に関わる検討会の報告書で、一般的に組織の中で取り組む5つの

項目をあげてありますけれども、その中に、そういうことを含めた職員研修の項目もあがっ

ております。やはり必要なことだと思います。

Q：（新潟市民病院　岡崎先生）
トップの姿勢、あるいはそれによってつくり出される組織の文化というか空気が、非常に

大事だと思っております。

A：（鹿内先生）
はい。どうもありがとうございました。
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